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法務省だより

　

良
く
聞
く
言
葉
で
す
が
、
そ
も
そ

も
G
8
と
い
う
の
は
何
の
こ
と
で

し
ょ
う
。

　

そ
の
発
端
は
昭
和
50
年
、
オ
イ
ル

シ
ョ
ッ
ク
を
背
景
に
、
日
、
米
、
英
、

仏
、
独
、
伊
の
6
カ
国
の
首
脳
が
集

ま
っ
て
、
世
界
経
済
に
つ
い
て
議
論

を
し
た
こ
と
に
さ
か
の
ぼ
り
ま
す
。

こ
の
会
議
は
、
首
脳
が
一
堂
に
会
し

て
直
接
話
し
合
う
と
い
う
特
徴
か
ら

サ
ミ
ッ
ト
（
英
語
で
頂
上
と
い
う
意

味
で
す
。）
と
名
付
け
ら
れ
、
毎
年

開
催
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
カ
ナ
ダ
と
ロ
シ
ア
も
加

わ
り
、
メ
ン
バ
ー
が
現
在
の
8
カ
国

に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
8
カ
国
を

G
roup of Eight

、
略
し
て
G
8
と

呼
ん
で
い
る
の
で
す
。

　

G
8
は
、
国
連
の
よ
う
な
国
際
機

関
と
異
な
り
、
固
定
し
た
本
部
を

持
っ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
各
国

が
1
年
ご
と
に
回
り
持
ち
で
議
長
国

を
務
め
、
開
催
地
の
決
定
、
会
合
の

準
備
、
議
題
の
設
定
及
び
議
事
進
行

を
行
う
の
で
す
。
こ
の
方
法
は
、
サ

ミ
ッ
ト
（
首
脳
会
合
）
の
ほ
か
、
そ

れ
に
先
だ
っ
て
開
催
さ
れ
る
さ
ま
ざ

ま
な
閣
僚
会
合
も
同
様
で
す
。

　

我
が
国
は
、
こ
れ
ま
で
昭
和
54
年
、

61
年
、
平
成
5
年
、
12
年
に
G
8
議

法務省ホームページ（携帯版）

http://www.moj.go.jp/k/index.html

国
家
公
安
委
員
会
委
員
長
が
こ
れ
に

当
た
り
ま
す
。

　

第
1
回
会
議
で
は
、
ハ
イ
テ
ク
犯

罪
を
中
心
に
国
際
組
織
犯
罪
対
策
が

議
論
さ
れ
、
捜
査
共
助
・
犯
罪
人
引

渡
し
な
ど
の
司
法
協
力
を
一
層
推
し

進
め
る
こ
と
や
、
ハ
イ
テ
ク
犯
罪
24

時
間
コ
ン
タ
ク
ト
・
ポ
イ
ン
ト
（
外

国
捜
査
機
関
と
の
連
絡
窓
口
）
を
設

置
す
る
こ
と
な
ど
が
合
意
さ
れ
ま
し

た
。
さ
ら
に
、
平
成
13
年
の
米
国
同

時
多
発
テ
ロ
事
件
以
後
は
、
国
際
組

織
犯
罪
対
策
に
加
え
て
、
テ
ロ
対
策

も
主
要
な
議
題
と
し
て
議
論
さ
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

こ
こ
最
近
の
議
題
を
見
る
と
、
国

際
組
織
犯
罪
の
分
野
で
は
、「
人
身

取
引
・
不
法
移
民
対
策
」「
ア
フ
ガ

ン
麻
薬
対
策
」「
児
童
ポ
ル
ノ
・
児

童
買
春
と
の
闘
い
」「
サ
イ
バ
ー
犯

罪
対
策
」「
知
的
財
産
権
の
執
行
」

な
ど
が
、
ま
た
、
テ
ロ
の
分
野
で
は
、

　●2面 平成20年5月1日から戸籍の窓口での
　　　　 法律上のルールが変わります
　●3面 スタート！更生保護における犯罪被害者等施策
　●4面 かいけつサポート1周年

長
国
を
務
め
て
お
り
、
今
回
で
5
回

目
で
す
。
今
年
の
G
8
サ
ミ
ッ
ト
（
首

脳
会
合
）
は
、
7
月
7
日
か
ら
9
日

に
か
け
、
北
海
道
洞
爺
湖
地
域
で
行

わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
そ
れ

に
先
だ
っ
て
、
左
記
の
表
の
と
お
り
、

全
国
各
地
で
関
連
閣
僚
会
合
が
開

催
さ
れ
ま
す
。
司
法
・
内
務
大
臣
会

議
も
、
そ
の
中
の
一
つ
と
い
う
わ
け

で
す
。

　

G
8
司
法
・
内
務
大
臣
会
議
は
、

平
成
9
年
、
当
時
の
議
長
国
で
あ
っ

た
米
国
の
呼
び
か
け
で
初
め
て
行
わ

れ
ま
し
た
。
会
議
の
メ
ン
バ
ー
は
、

各
国
の
司
法
担
当
大
臣
と
内
務
担
当

大
臣
で
、
我
が
国
で
は
法
務
大
臣
と

東
京
・
恵
比
寿
の
ウ
ェ
ス
テ
ィ
ン
ホ

テ
ル
東
京
を
会
場
と
し
て
開
催
さ
れ

ま
す
。

　

議
事
進
行
は
、
鳩
山
法
務
大
臣
と

泉
国
家
公
安
委
員
会
委
員
長
が
共
同

議
長
と
し
て
行
う
こ
と
と
し
て
お

り
、
国
際
組
織
犯
罪
対
策
、
テ
ロ
対

策
の
分
野
か
ら
、
時
宜
に
か
な
っ
た

も
の
を
議
題
と
し
て
取
り
上
げ
る

予
定
で
す
。

　

法
務
省
で
は
、
G
8
間
の
協
力
関

係
を
深
め
、
国
際
的
な
組
織
犯
罪
対

策
・
テ
ロ
対
策
の
推
進
に
寄
与
す
る

充
実
し
た
会
合
と
な
る
よ
う
、
警
察

と
こ
ろ
で
、
G
8
っ
て
何
？

議
長
国
っ
て
ど
う
い
う
こ
と
？

今
年
の
会
議
は
ど
の
よ
う
に

行
わ
れ
る
の
？

●開 催 日 

　平成20年 5月25日（日） 

●開催場所
　法務省　赤れんが棟、
　　　　　サンクン広場ほか
　　　　　（千代田区霞が関1-1-1） 

●入 場 等 
　入場無料・入場自由 

●2007年ミュンヘン会議の模様（写真提供：独連邦内務省）

●2007年ミュンヘン会議の模様（写真提供：独連邦内務省）

　

休
日
に
法
務
省
赤
れ
ん
が
棟
等
庁

舎
の
一
部
を
一
般
開
放
し
、
赤
れ
ん

が
棟
の
見
学
や
法
務
史
料
の
説
明
の

ほ
か
、
裁
判
員
制
度
を
は
じ
め
と
し

た
広
報
テ
ー
マ
を
楽
し
み
な
が
ら

知
っ
て
も
ら
う
た
め
の
イ
ベ
ン
ト

「
赤
れ
ん
が
ま
つ
り
」を
開
催
し
ま
す
。

　

 

イ
ベ
ン
ト
の
詳
細
は
法
務
省

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（http://w

w
w
.m
oj.

go.jp/

）を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

庁
と
協
力
し
な
が
ら
準
備
を
進
め
て

い
ま
す
の
で
、
国
民
の
み
な
さ
ん
の

応
援
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
参
考
リ
ン
ク

洞
爺
湖
サ
ミ
ッ
ト
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（http://w
w
w
.m
ofa.go.jp/m

ofaj/
gaiko/sum

m
it/toyako08/index.

htm
l

）

開
催
告
知
（
法
務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

http://w
w
w
.m
oj.go.jp/P

R
ESS/

080214
-1.htm

l

）

ミ
ュ
ン
ヘ
ン
会
議
・
総
括
宣
言（
法
務

省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジhttp://w

w
w
.m
oj.

go.jp/G8/2007dec-japanese.htm
l

）

●法務省旧本館（赤れんが棟）

「
国
内
発
テ
ロ
リ
ズ
ム
・
過
激
化
・

勧
誘
対
策
」、「
テ
ロ
リ
ス
ト
に
よ
る

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
」「
重
要

イ
ン
フ
ラ
の
防
護
」
と
い
っ
た
事
項

が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

議
論
の
結
果
は
、
閣
僚
宣
言
と
し

て
ま
と
め
ら
れ
ま
す
。
昨
年
の
ド
イ

ツ
・
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
会
議
の
際
の
閣
僚

宣
言
は
、
国
際
テ
ロ
対
策
、
知
的
財

産
権
の
執
行
、
児
童
の
性
的
搾
取
と

の
闘
い
、
移
民
の
統
合
な
ど
に
広
く

言
及
す
る
と
と
も
に
、
引
き
続
き

G
8
間
の
協
力
を
推
進
し
て
い
く
強

い
意
思
を
表
明
す
る
も
の
と
な
っ
て

い
ま
す
（
仮
訳
を
法
務
省
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
ま
す
の
で
、

内
容
の
詳
細
は
そ
ち
ら
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。）。

　

今
年
の
G
8
司
法
・
内
務
大
臣
会

議
は
、
6
月
11
日
か
ら
13
日
ま
で
、

　
今
年
の
6
月
11
日
か
ら
13
日
ま
で
、
東
京
で
、
G
8
司
法
・
内
務
大
臣
会
議
が
開
催
さ
れ
ま
す
。

　
こ
の
会
議
は
、
G
8
各
国
の
司
法
担
当
大
臣
・
内
務
担
当
大
臣
が
年
に
一
度
集
ま
っ
て
、
国
際
組
織
犯
罪
対
策
・
テ
ロ

対
策
を
中
心
に
議
論
を
す
る
も
の
で
す
。

　
我
が
国
が
、
G
8
議
長
国
と
し
て
、
こ
の
会
議
を
開
催
す
る
の
は
初
め
て
で
す
。
そ
こ
で
、
今
回
は
、
G
8
司
法
・

内
務
大
臣
会
議
に
つ
い
て
ご
紹
介
し
ま
す
。

会 議 名

首 脳 会 議

外務大臣会議

科学技術大臣会議

財務大臣会議

司法・内務大臣会議
エネルギー大臣会議

環境大臣会議

労働大臣会議

開発大臣会議

開催地

北海道洞爺湖地域

京　都

沖　縄

大　阪

東　京
青　森

神　戸

新　潟

東　京

開催予定時期

7月7日～9日

6月26日～27日

6月15日

6月13日～14日

6月11日～13日
6月7日～8日

5月24日～26日

5月11日～13日

4月5日～6日

G
8
司
法
・
内
務
大
臣
会
議
で

は
何
を
議
論
し
て
い
る
の
？



法務省だより
平成20年5月1日から戸籍の窓口での法律上のルールが変わります。

裁判員制度広報●お答えします「人権相談・人権擁護委員」について

　
　

戸
籍
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の

で
す
か
？

　
　

戸
籍
は
、
国
民
の
氏
名
、
生
年

月
日
、
親
子
や
夫
婦
の
関
係
な
ど
の

身
分
関
係
が
記
載
さ
れ
る
大
切
な
帳

簿
で
す
。
戸
籍
は
、
本
籍
地
の
市
区

町
村
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
　

戸
籍
へ
の
記
載
は
、
ど
の
よ
う

に
し
て
な
さ
れ
る
の
で
す
か
？

　
　

戸
籍
へ
の
記
載
は
、
結
婚
届
や

養
子
縁
組
届
な
ど
の
届
出
に
基
づ
い

て
な
さ
れ
ま
す
。
届
出
は
、
本
籍
地

以
外
の
市
区
町
村
で
も
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

　
　

戸
籍
の
証
明
書
と
は
、
ど
の
よ

う
な
も
の
で
す
か
？

　
　

戸
籍
の
証
明
書
と
は
、
戸
籍
に

記
載
さ
れ
た
身
分
関
係
を
証
明
す
る

文
書
で
す
。
戸
籍
謄
本
や
戸
籍
抄
本

と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
で
す
。
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
の
戸
籍
の
場
合
は
、
全
部

事
項
証
明
書
や
個
人
事
項
証
明
書
と

呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
平
成
20
年
4
月

1
日
現
在
で
約
75
％
の
市
区
町
村
が

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
よ
る
戸
籍
事
務
を

行
っ
て
い
ま
す
。

　
　

今
回
の
法
改
正
に
よ
っ
て
、
戸

籍
の
ル
ー
ル
の
ど
の
よ
う
な
点
が
変

わ
る
の
で
す
か
？

　
　

大
き
く
は
二
つ
で
す
。
一
つ
は
、

結
婚
や
養
子
縁
組
な
ど
の
届
出
の
際

の
本
人
確
認
な
ど
が
法
律
上
の
ル
ー

ル
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
も
う

一
つ
は
、
戸
籍
の
証
明
書
を
取
得
す

る
要
件
や
手
続
な
ど
が
厳
し
く
な
る

と
い
う
こ
と
で
す
。

　
　

ど
う
し
て
、
届
出
の
際
の
本
人

確
認
な
ど
を
法
律
上
の
ル
ー
ル
に
す

る
の
で
す
か
？

　
　

戸
籍
は
、
国
民
の
身
分
関
係
が

記
載
さ
れ
る
大
切
な
帳
簿
で
す
か

ら
、
常
に
正
し
い
内
容
で
あ
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
最
近
、

他
人
が
勝
手
に
う
そ
の
届
出
を
し

て
、
戸
籍
に
真
実
で
な
い
記
載
が
さ

れ
る
と
い
う
事
件
が
起
こ
っ
て
い
ま

す
。
そ
こ
で
、
戸
籍
に
真
実
で
な
い

記
載
が
さ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
た

め
、
届
出
の
際
の
本
人
確
認
な
ど
を

法
律
上
の
ル
ー
ル
に
す
る
こ
と
と
し

た
の
で
す
。

　
　

具
体
的
に
は
？

　
　

結
婚
、
離
婚
、
養
子
縁
組
、
養

子
離
縁
、
認
知
と
い
う
5
つ
の
届
出

（
以
下
「
結
婚
な
ど
の
届
出
」
と
言

い
ま
す
。）
に
つ
い
て
、
必
ず
戸
籍

の
窓
口
に
来
ら
れ
た
方
の
本
人
確
認

を
行
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、

届
出
の
ご
本
人
で
あ
る
こ
と
の
確
認

が
で
き
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
確
認

で
き
な
か
っ
た
ご
本
人
に
対
し
て
、

「
結
婚
な
ど
の
届
出
」
が
受
理
さ
れ
た

こ
と
を
通
知
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
自
分
自
身
が
窓
口
に
来

た
こ
と
が
確
認
で
き
な
い
場
合
に

は
、「
結
婚
な
ど
の
届
出
」
を
受
理

し
な
い
よ
う
に
申
出
を
す
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　
　

本
人
確
認
は
、
ど
の
よ
う
な
方

法
で
行
う
の
で
す
か
？

　
　

戸
籍
の
窓
口
に
来
ら
れ
た
方
に

つ
い
て
、
運
転
免
許
証
、
写
真
付
き

の
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
な
ど
の
書

類
の
提
示
を
受
け
る
方
法
に
よ
っ
て

本
人
確
認
を
行
い
ま
す
。

　
　

戸
籍
の
証
明
書
を
取
得
す
る
要

件
や
手
続
な
ど
を
厳
し
く
す
る
の

は
、
ど
う
し
て
で
す
か
？

　
　

戸
籍
の
証
明
書
に
は
、
結
婚
し

た
こ
と
や
離
婚
し
た
こ
と
な
ど
の
個

人
情
報
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
か

ら
、
他
人
に
不
正
に
取
得
さ
れ
な
い

よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
と

こ
ろ
が
、
戸
籍
の
証
明
書
に
つ
い
て

も
、
最
近
、
不
正
に
他
人
の
戸
籍
の

証
明
書
を
取
得
す
る
と
い
う
事
件
が

発
生
し
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
戸
籍

に
記
載
さ
れ
た
個
人
情
報
を
保
護
す

る
た
め
、
戸
籍
の
証
明
書
を
取
得
す

る
要
件
や
手
続
な
ど
を
厳
し
く
す
る

こ
と
と
し
た
の
で
す
。

　
　

ど
の
よ
う
に
厳
し
く
な
る
の
で

す
か
？

　
　

他
人
の
戸
籍
の
証
明
書
を
取
得

す
る
に
は
、
自
分
の
権
利
を
行
使
し

た
り
、
自
分
の
義
務
を
履
行
し
た
り

す
る
た
め
に
戸
籍
の
証
明
書
が
必
要

な
場
合
や
、
国
ま
た
は
地
方
公
共
団

体
の
手
続
に
戸
籍
の
証
明
書
が
必
要

な
場
合
な
ど
、
正
当
な
理
由
が
あ
る

場
合
に
限
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ

し
て
、
そ
の
よ
う
な
正
当
な
理
由
が

あ
る
こ
と
を
、
請
求
書
に
詳
し
く
記

載
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
戸
籍
の
証
明
書
を
請
求
す

る
際
に
も
、
必
ず
本
人
確
認
を
行
う

こ
と
に
な
り
ま
す
。
本
人
確
認
の
方

法
は
、
結
婚
な
ど
の
届
出
の
際
の
本

人
確
認
と
同
じ
よ
う
に
、
運
転
免
許

証
、
写
真
付
き
の
住
民
基
本
台
帳

カ
ー
ド
な
ど
の
書
類
の
提
示
を
受
け

る
方
法
に
よ
っ
て
行
い
ま
す
。
さ
ら

に
、
代
理
人
や
使
い
の
方
が
請
求
す

る
場
合
は
、
代
理
権
限
等
の
確
認
も

行
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
　

そ
の
他
に
は
？

　
　

不
正
な
手
段
で
他
人
の
戸
籍
の

証
明
書
を
取
得
し
た
者
に
対
し
て

は
、
新
た
に

刑
罰
が
科
さ

れ
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。

人権相談って何ですか？

　みなさんが、日々の生活の中で、いじめや体罰、虐待を受けたり、「これは人権問題ではないだろうか」
と感じたりすることはありませんか。
　このような悩みや心配事の解決のため、法務局・地方法務局又はその支局等において、人権擁護委員
や法務局職員がみなさんからのご相談をお受けし、最善の方法を相談者と一緒に考えアドバイスしてい
ます。相談は無料で、相談の内容についての秘密は守られますので、お気軽にご相談ください。
　特に、女性や子どもからの人権相談については、専用の相談電話「女性の人権ホットライン（0570-070-
810）」、「子どもの人権110番（0120-007-110）」を開設しています。また、全国の小中学生に「子どもの
人権SOSミニレター」を配布して、子どもからの手紙による相談に応じているほか、外国人のための人
権相談所や、パソコンや携帯電話による「インターネット人権相談受付窓口」も開設しています。詳しくは、
法務省のホームページをご覧ください。

人権擁護委員はどのような人たちですか？

　人権擁護委員は地域住民の中から、広く社会の実情に通じ、人権擁護に理解のある人を市町村長が推
薦し、法務大臣から委嘱された民間の人々です。

人権擁護委員はどのような活動をしているのですか？

　地域の住民が人権について関心を持ってもらえるような啓発活動を行ったり、地域の皆さんの相談パー
トナーとして、法務局・地方法務局の人権相談所や市役所などの公共施設、デパート等において人権相談
に応じるなどの活動を行っています。
　現在、全国の市町村（東京都においては区を含む）に約14,000 名配置されています。

人権侵害を受けたらどうすればいいのですか？

　人はみな、幸福な生活を求めています。幸福な生活を追及することは私たちの権利です。その権利が
突然侵害されたとしたら、あなたはどうしますか。
　法務局・地方法務局又はその支局では、「人権を侵害された」という被害者からの救済の申し出があれ
ば、速やかに救済手続を開始します。また、新聞・雑誌などから人権侵害の疑いのある事実を知ること
により、救済手続を開始することもあります。救済手続の中で、人権侵害の事実を確認するための調査
を行い、それぞれの事案に応じて、法律的なアドバイス（援助）や、当事者間の話し合いを仲介（調整）
する措置を講じたり、調査の結果、人権侵害の事実が認められた場合には、説示、告発、勧告といった
加害者に対する措置を講じるなどして被害者の救済を行っています。人権侵害を受けた場合、ぜひ法務
局・地方法務局又はその支局へ相談してみてください。詳しくは法務省のホームページをご覧ください。

　
入
退
院
へ
の
付
き
添
い

●
住
所
・
居
所
が
裁
判
所
の
管
轄
区

　
域
外
の
遠
隔
地
に
あ
り
、
出
頭
困

　
難
で
あ
る
こ
と

●
裁
判
員
の
職
務
を
行
う
こ
と
等
に

　
よ
り
、
本
人
等
に
身
体
上
、
精
神

　
上
又
は
経
済
上
の
重
大
な
不
利
益

　
が
生
ず
る
よ
う
な
場
合

　

国
民
の
み
な
さ
ん
の
負
担
が
重
く

な
り
す
ぎ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
み

な
さ
ん
の
個
々
の
事
情
を
十
分
に
考

え
た
判
断
が
な
さ
れ
ま
す
の
で
、
裁

判
員
を
務
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
事

情
が
あ
る
場
合
に
は
、
遠
慮
な
く
裁

判
所
に
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

　

裁
判
員
制
度
の
ス
タ
ー
ト
ま
で
、

約
1
年
と
な
り
ま
し
た
。
法
務
省

で
は
、
迫
る
裁
判
員
制
度
の
開
始
に

向
け
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
準
備
を
進
め

て
い
ま
す
。

　

平
成
20
年
1
月
17
日
「
裁
判
員
の

参
加
す
る
刑
事
裁
判
に
関
す
る
法
律

第
16
条
第
8
号
に
規
定
す
る
や
む
を

得
な
い
事
由
を
定
め
る
政
令
」
が
公

布
さ
れ
ま
し
た
。

　

今
回
は
ど
の
よ
う
な
場
合
に
裁
判

員
に
な
る
こ
と
を
辞
退
で
き
る
か
に

つ
い
て
説
明
し
ま
す
。

　

裁
判
員
制
度
は
、
広
く
国
民
の
み

な
さ
ん
に
参
加
し
て
い
た
だ
く
制
度

な
の
で
、
原
則
と
し
て
辞
退
は
で
き

ま
せ
ん
。
し
か
し
、
次
の
よ
う
な
人

は
、
申
し
出
を
し
て
、
裁
判
所
か
ら

そ
の
よ
う
な
事
情
が
あ
る
と
認
め
ら

れ
れ
ば
辞
退
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

❶
70
歳
以
上
の
人

❷
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員

　
（
た
だ
し
会
期
中
に
限
り
ま
す
。）

❸
学
生
又
は
生
徒

❹
過
去
5
年
以
内
に
裁
判
員
、
検
察

　
審
査
員
を
務
め
た
こ
と
や
過
去
1

　
年
以
内
に
裁
判
員
候
補
者
と
し
て

　
裁
判
所
に
行
っ
た
こ
と
の
あ
る
人
等

❺
一
定
の
や
む
を
得
な
い
理
由
が

　
あ
っ
て
、
裁
判
員
の
職
務
を
行
う

　

こ
と
や
裁
判
所
に
行
く
こ
と
が
困

　
難
な
人

　

こ
の「
や
む
を
得
な
い
理
由
」と
は
、

例
え
ば
次
の
と
お
り
で
す
。

●
重
い
病
気
・
け
が
　

●
親
族
又
は
同
居
人
等
の
介
護
・
養
育

●
事
業
に
著
し
い
損
害
が
生
じ
る
お

　
そ
れ
が
あ
る
こ
と

●
父
母
の
葬
式
等
、
他
の
期
日
に
行

　
え
な
い
社
会
生
活
上
の
重
要
な
用
務

●
妊
娠
中
や
出
産
直
後（
8
週
間
以
内
）

●
親
族
又
は
同
居
人
等
が
重
い
病

　
気
・
け
が
の
際
の
入
通
院
等
へ
の

　
付
き
添
い

●
妻
・
娘
の
出
産
へ
の
立
会
い
又
は

「人権相談・
人権擁護委員」について

QAQAQAQAQ
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QA

戸
籍
の
窓
口

運転
免許証



院
審
理
に
関
す
る
事
項
を
地
方
更
生

保
護
委
員
会
か
ら
通
知
し
、
保
護
観

察
中
の
処
遇
状
況
に
関
す
る
事
項
等

を
保
護
観
察
所
か
ら
通
知
し
ま
す
。

　

保
護
観
察
所
に
お
い
て
、
犯
罪
被

害
者
等
の
方
々
の
ご
負
担
が
軽
く
な

る
よ
う
に
、
悩
み
、
不
安
等
を
お
聴

き
し
、
相
談
に
応
じ
ま
す
。
ま
た
、

国
や
地
方
公
共
団
体
、
民
間
の
犯
罪

被
害
者
の
援
助
を
行
う
団
体
等
を
紹

介
す
る
な
ど
し
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
地
方
更
生
保
護
委
員
会

又
は
保
護
観
察
所
に
お
い
て
、
犯
罪

被
害
者
等
の
方
々
の
問
い
合
わ
せ
に

応
じ
、
制
度
に
関
す
る
情
報
、
刑
事

手
続
に
関
す
る
情
報
な
ど
を
提
供
し

ま
す
。

　

以
上
の
制
度
を
実
施
す
る
に
当
た

り
、
各
保
護
観
察
所
に
、
被
害
者
支

援
専
任
の
担
当
者
（
被
害
者
担
当
官

及
び
被
害
者
担
当
保
護
司
）
を
配
置

し
ま
し
た
。
担
当
者
は
、
そ
の
任
期

中
は
、
加
害
者
の
保
護
観
察
な
ど
を

行
わ
な
い
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

　

本
施
策
の
概
要
等
を
説
明
し
た

リ
ー
フ
レ
ッ
ト
を
保
護
観
察
所
に
お

い
て
配
布
し
て
い
ま
す
。
概
要
等
は
、

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
ご
覧
い
た
だ
け

ま
す
。

http://

w
w
w.

m
oj.go.

jp/

H
O
G
O/

victim.

htm
l

院
に
関
す
る
意
見
や
被
害
に
関
す
る

心
情
な
ど
を
述
べ
た
い
と
い
う
申
出

が
あ
っ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
お
聴
き
し

ま
す
。
お
聴
き
し
た
意
見
な
ど
は
、
仮

釈
放
・
仮
退
院
を
許
す
か
否
か
の
判

断
に
当
た
っ
て
考
慮
さ
れ
る
ほ
か
、
仮

釈
放
・
仮
退
院
が
許
さ
れ
た
場
合
に

加
害
者
が
期
間
中
守
る
べ
き
特
別
の

事
項
の
決
定
な
ど
に
考
慮
さ
れ
ま
す
。

　

被
害
に
関
す
る
心
情
、
被
害
を
受

け
ら
れ
た
方
の
置
か
れ
て
い
る
状

況
、
保
護
観
察
中
の
加
害
者
の
生
活

や
行
動
に
関
す
る
意
見
を
、
犯
罪
被

害
者
等
の
方
々
か
ら
保
護
観
察
中
の

加
害
者
に
伝
え
た
い
と
い
う
申
出
が

あ
っ
た
と
き
は
、
保
護
観
察
所
に
お

い
て
、
こ
れ
を
お
聴
き
し
、
保
護
観

察
中
の
加
害
者
に
伝
え
ま
す
。

　

犯
罪
被
害
者
等
の
方
々
の
申
出
に

応
じ
て
、
刑
事
裁
判
確
定
後
の
加
害

者
の
仮
釈
放
審
理
に
関
す
る
事
項
を

地
方
更
生
保
護
委
員
会
か
ら
通
知

し
、
保
護
観
察
中
の
処
遇
状
況
に
関

す
る
事
項
等
を
保
護
観
察
所
か
ら
通

知
し
ま
す
。

　

ま
た
、
保
護
処
分
を
受
け
た
加
害

者
に
つ
い
て
も
、
少
年
院
か
ら
の
仮
退

　

更
生
保
護
と
は
、
犯
罪
や
非
行
を

し
た
人
の
立
ち
直
り
を
地
域
社
会
の

中
で
援
助
し
、
そ
の
再
犯
を
防
ご
う

と
す
る
制
度
で
す
。
刑
事
司
法
の
一

環
と
し
て
、
社
会
を
保
護
し
、
個
人

及
び
公
共
の
福
祉
を
増
進
す
る
こ
と

が
制
度
の
目
的
で
す
か
ら
、
一
方
の

当
事
者
と
し
て
犯
罪
被
害
者
等
の

方
々
に
配
慮
す
る
こ
と
は
、
更
生
保

護
と
し
て
当
然
の
こ
と
と
考
え
ら
れ

ま
す
。

　

平
成
16
年
に
成
立
し
た
「
犯
罪
被

害
者
等
基
本
法
」
に
基
づ
き
、
平
成

17
年
12
月
27
日
に
閣
議
決
定
さ
れ

た
「
犯
罪
被
害
者
等
基
本
計
画
」
に

は
、
犯
罪
被
害
者
等
の
方
々
の
た
め

に
国
が
取
り
組
む
べ
き
さ
ま
ざ
ま
な

こ
と
が
規
定
さ
れ
て
お
り
、
更
生
保

護
の
分
野
に
お
い
て
も
、
平
成
19
年

12
月
1
日
に
次
の
新
し
い
4
つ
の
取

組
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。

　

加
害
者
の
仮
釈
放
や
少
年
院
か
ら

の
仮
退
院
を
許
す
か
否
か
を
判
断
す

る
た
め
に
、
地
方
更
生
保
護
委
員
会

が
行
う
審
理
に
お
い
て
、
犯
罪
被
害

者
等
の
方
々
か
ら
、
仮
釈
放
・
仮
退

法務省だより
スタート！ 更生保護における犯罪被害者等施策

そんなとき 法テラスがお役に立ちます！

更
生
保
護
に
お
け
る
犯
罪
被
害
者
等
施
策

犯
罪
被
害
者
の
方
々
の
た
め
の
新
し
い
制
度
が
始
ま
り
ま
し
た
。

加
害
者
の
仮
釈
放
・
仮
退
院

に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
る

こ
と
が
で
き
ま
す

1

保
護
観
察
中
の
加
害
者
に

被
害
者
の
方
の
心
情
を

伝
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す

2
加
害
者
の
保
護
観
察
中
の

処
遇
の
状
況
な
ど
を

知
る
こ
と
が
で
き
ま
す

3

専
任
の
担
当
者
に
不
安
や

悩
み
事
を
相
談
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す

4

は
じ
め
に

実
施
態
勢

　私たちは、だれもが犯罪の被害者になる可能性をもっています。そして、被害
からの回復は容易なことではありません。
　被害にあわれた方やそのご家族が再び平穏な生活を取り戻すためには、そのと
き必要とする支援が早期に、そして途切れることなく適切に受けられることが重
要です。
　法テラスの犯罪被害者支援業務では、犯罪の被害にあってしまったときに、少
しでも早く、適切な支援にたどり着くことができるよう、❶各地で犯罪被害者支
援を行っている相談窓口のご案内、❷刑事手続の流れや支援制度のご紹介、❸犯
罪被害者支援の経験や理解のある弁護士のご紹介をおこなっています。

■犯罪被害者への具体的な支援内容
　法テラスでは、犯罪の被害にあわれた方やご家族の方などからのお問い合わせ
に対し、たとえば次のようにご案内しています。

　お住まいの近くで犯罪被害者支援を行っている機関・団体の支援内容や連絡先
などをご案内します。

　被害に係る刑事手続に適切に関与したり、お受けになった損害・苦痛の回復・
軽減を図るための法制度に関する情報をご提供します。

「犯罪の被害にあってしまったら・・・」Vol.2
＊＊＊被害者に寄り添う「法テラス」＊＊＊

❶相談窓口のご案内

　お問い合わせいただいた方の個々の状況に応じて、犯罪被害者支援の経験や理
解のある弁護士をご紹介します。弁護士は、犯罪被害にあわれた方に二次被害を
与えないよう心情に配慮しながら、法律相談を行い、必要に応じて代理人として
活動します。
　弁護士費用については、その方の経済状況などに応じて、民事法律扶助や日弁
連委託法律援助による立替制度がご利用いただけます。

■犯罪被害はさまざまです。
　法テラスの犯罪被害者支援では、犯罪の種類は限定せず、さまざまな被害に対
応できる態勢を整えています。
　殺人、強盗、ストーカーなどといった事件だけでなく、家庭内における夫婦間
の暴力（DV）や児童虐待、高齢者虐待なども含みます。
　平成19年4月から平成19年9月までの半年間で、法テラスの犯罪被害者支援
ダイヤルに寄せられたお問い合せは2,997件となっています（内訳は下図を参照）。

■被害にあってしまったら、まずは、法テラスへお問い合わせください！　

❸犯罪被害者支援の経験や理解のある弁護士のご紹介

❷法制度のご紹介

夫は入院中で、担当医から後遺症が残るといわれています。
私は毎日眠れずに何もする気が起きません。

眠れない日が続いていらっしゃるのですね。
家事などについては、お住まいの地域によって、民間支援団体
や市町村で日常生活の支援を行っているところがあります。

日常生活だけでも不安いっぱいの中で、加害者の弁護士から
示談してほしいとの申し入れがありました。
どうすればよいでしょうか。

加害者に対しての処罰については、刑事手続で…（詳細を説明）
治療費などの賠償を得るには民事責任を…また、被害者に対
する給付金については…（以下、個々の状況に沿った法制度を
ご紹介します）。

加害者の弁護士が言っている金額が妥当か分かりません。
弁護士に相談したいのですが弁護士の知り合いもいませんし、
弁護士費用も払えるかどうか…

法テラスでは、個々の状況に応じて、犯罪被害者支援の経験
や理解のある弁護士をご紹介しています。また、ご心配され
ている弁護士費用を援助する法律扶助という制度もあります
（収入等が一定額以下であることなどの条件があります）。
なお、弁護士のご紹介にあたっては、お名前・被害にあわれた
日時・場所などについておうかがいします。

平　日午前9時～午後9時
土曜日 午前9時～午後5時

0 5 7 0 - 0 7 9 7 1 4
なくことないよ  

受付時間

法テラス・犯罪被害者支援ダイヤル

犯罪被害者支援に関するお問い合わせは専用ダイヤルへ

お近くの法テラス

※ 犯罪被害者支援の知識と経験をもった担当者がお話をうかがいます。
※ 相談の秘密は厳守します。
※ お名前や話したくないことを無理にお聞きすることはありません。
※ 電子メールによるお問い合わせも受け付けています。
 （法テラス・ホームページ http://www.houterasu.or.jp）

平　日 午前9時～午後9時受付時間

※お電話のほか、面談によるご案内も行っています。

法テラスお問い合わせ先

その他（消費者被害等） 49.4%

生命・身体犯による被害　22.2%

性被害 1.6%

DV被害 3.5%

その他の被害者相談、刑事手続、犯罪の成否等　20.4%

人権 1.4%
暴力団犯罪　0.3%

職場（セクハラ、いじめ、嫌がらせ）1.3%

■犯罪被害者支援ダイヤルへの
　お問い合わせ内容
　（平成19年4月～9月）

【事例】
夫が、路上で酔っ払いに殴られて大けがをしました。

更生保護における犯罪被害者等の
方々のための制度

犯罪・非行による被害の発生

警察等

検察庁

裁判所
加害者の処分の決定

地方更生保護委員会

仮釈放・仮退院審理

保護観察の実施

刑務所等・少年院

意 見 等
聴取制度

１

加害者の仮釈放・
仮退院について意
見を述べることが
できます。

心 情 等
伝達制度

2

保護観察中の加害
者に、被害者の方
の心情を伝えるこ
とができます。

加害者に関す
る情報の通知

3

加害者の保護観察
の状況などを知る
ことができます。

相談・支援

4

専任の担当者に不
安や悩み事を相談
することができま
す。

保護観察所
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そ
こ
で
、
法
務
省
で
は
、「
か
い

け
つ
サ
ポ
ー
ト
」
の
広
報
活
動
や
、

認
証
を
受
け
た
機
関
の
一
層
の
増
加

を
図
る
と
と
も
に
、
国
民
の
多
様
な

法務省だより
かいけつサポート1周年

　

近
頃
、
マ
ス
コ
ミ
等
で
さ
ま
ざ
ま

な
法
的
ト
ラ
ブ
ル
が
報
道
さ
れ
て
い

ま
す
。
こ
の
よ
う
な
法
的
ト
ラ
ブ
ル

を
解
決
す
る
最
終
的
な
手
段
は
、
裁

判
で
す
が
、
裁
判
以
外
に
も
さ
ま
ざ

ま
な
紛
争
解
決
の
方
法
が
あ
り
ま
す
。

い
ま
す
。

　
「
か
い
け
つ
サ
ポ
ー
ト
」
を
利
用

さ
れ
る
際
に
は
、
こ
れ
ら
の
情
報
を

ご
覧
い
た
だ
く
と
と
も
に
、「
か
い

け
つ
サ
ポ
ー
ト
」
を
行
う
機
関
か
ら

も
十
分
な
説
明
を
受
け
、
自
分
に
適

し
た
「
か
い
け
つ
サ
ポ
ー
ト
」
を
選

択
し
て
く
だ
さ
い
。

　

平
成
19
年
7
月
に
「
か
い
け
つ
サ

ポ
ー
ト
」
第
1
号
が
誕
生
し
て
か
ら
、

認
証
を
受
け
た
機
関
は
続
々
と
増
え

て
お
り
、
法
的
ト
ラ
ブ
ル
を
解
決
す

る
手
段
と
し
て
身
近
な
も
の
に
な
り

つ
つ
あ
り
ま
す
。

　

し
か
し
、
国
民
の
み
な
さ
ん
が
自

分
に
最
も
適
し
た
「
か
い
け
つ
サ

ポ
ー
ト
」
を
選
択
す
る
に
は
、
一
層

多
数
の
機
関
が
認
証
を
受
け
、
そ
れ

ぞ
れ
が
創
意
工
夫
に
よ
っ
て
、
真
に

国
民
の
た
め
に
な
る
紛
争
解
決
の

サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
く
必
要

が
あ
り
ま
す
。

民
間
事
業
者
ご
と
に
さ
ま
ざ
ま
で
あ

る
た
め
、
そ
の
手
続
が
自
分
に
と
っ

て
最
も
ふ
さ
わ
し
い
解
決
方
法
で
あ

る
か
分
か
り
に
く
い
状
況
に
あ
り
ま

し
た
。

　
「
か
い
け
つ
サ
ポ
ー
ト
」
の
認
証

を
受
け
た
民
間
事
業
者
は
、
そ
の
事

業
者
が
ど
の
よ
う
に
法
的
ト
ラ
ブ
ル

を
解
決
し
て
い
く
か
に
つ
い
て
、
依

頼
す
る
前
に
必
ず
説
明
を
行
い
ま
す

の
で
、
そ
の
手
続
が
自
分
に
と
っ
て

最
も
ふ
さ
わ
し
い
解
決
方
法
な
の
か

よ
く
考
え
て
か
ら
依
頼
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

●
さ
ま
ざ
ま
な
法
的
効
果
が
発
生

し
ま
す

　

こ
れ
ま
で
、
民
間
事
業
者
が
行
う

「
和
解
の
あ
っ
せ
ん
」
や
「
調
停
」
は
、

も
し
こ
れ
ら
が
不
調
に
終
わ
っ
た
と

し
て
も
、
裁
判
所
に
訴
訟
を
申
し
立

て
し
た
時
点
で
し
か
時
効
が
中
断
し

な
か
っ
た
り
、
再
度
裁
判
手
続
に
よ

る
「
調
停
」
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま

し
た
。

　
「
か
い
け
つ
サ
ポ
ー
ト
」
の
認
証

を
受
け
た
民
間
事
業
者
で
手
続
を

行
っ
た
場
合
、
も
し
そ
の
「
和
解
の

あ
っ
せ
ん
」
や
「
調
停
」
が
不
調
に

終
わ
っ
た
場
合
で
も
、
そ
の
手
続
中

に
時
効
の
中
断
が
認
め
ら
れ
る
様
に

な
っ
た
り
、
裁
判
手
続
に
よ
る
「
調

停
」
を
省
略
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
ま
た
、
裁
判
中
で
あ
っ
て
も
、

「
か
い
け
つ
サ
ポ
ー
ト
」
の
認
証
を

受
け
た
民
間
事
業
者
で
「
和
解
の

あ
っ
せ
ん
」
や
「
調
停
」
を
行
う
場

合
に
は
、
裁
判
手
続
を
中
断
す
る
こ

と
も
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
「
か
い
け
つ
サ
ポ
ー
ト
」
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
（
http://

w
w
w.

m
oj.go.
jp/

K
A
N
B
O
U/

A
D
R/

adr0
1.

htm
l）
に

お
い
て
、「
か
い
け
つ
サ
ポ
ー
ト
」

を
行
う
機
関
の
名
称
、
連
絡
先
の
ほ

か
、
取
り
扱
う
ト
ラ
ブ
ル
の
種
類
や

必
要
と
な
る
費
用
等
を
公
表
し
て

「
か
い
け
つ
サ
ポ
ー
ト
（
認
証
紛
争

解
決
サ
ー
ビ
ス
）」
は
、
さ
ま
ざ
ま

な
法
的
ト
ラ
ブ
ル
に
つ
い
て
、
第
三

者
（
調
停
人
な
ど
）
が
公
正
中
立
な

立
場
か
ら
当
事
者
の
言
い
分
を
聴
い

て
、
話
合
い
に
よ
っ
て
解
決
す
る
こ

と
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
サ
ー
ビ
ス
で
あ

り
、
こ
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
民

間
団
体
等
は
、
法
律
に
定
め
る
基
準
・

ニ
ー
ズ
に
応
え
る
べ
く
、「
か
い
け

つ
サ
ポ
ー
ト
」
が
も
っ
と
魅
力
的
で

身
近
な
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
定
着
す
る

よ
う
努
力
し
て
ま
い
り
ま
す
。

インフォメーション

要
件
に
適
合
し
て
い
る
も
の
と
し
て

法
務
大
臣
の
認
証
を
受
け
て
い
ま

す
。
し
た
が
っ
て
、「
か
い
け
つ
サ

ポ
ー
ト
」
は
、
安
心
し
て
利
用
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

平
成
20
年
4
月
1
日
時
点
で
、
法

務
大
臣
の
認
証
を
受
け
た
「
か
い
け

つ
サ
ポ
ー
ト
」
は
、
下
記
の
と
お
り

で
す
。
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
の
紛
争
を

取
り
扱
う
機
関
が
認
証
を
取
得
し
て

い
ま
す
。
今
後
、
か
い
け
つ
サ
ポ
ー

ト
の
機
関
は
、
多
数
登
場
す
る
こ
と

が
見
込
ま
れ
て
お
り
、
ト
ラ
ブ
ル
に

見
舞
わ
れ
た
方
は
、
そ
の
解
決
を
図

る
の
に
最
も
ふ
さ
わ
し
い
サ
ー
ビ
ス

を
選
ん
で
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
な
り
ま
す
。

　
「
か
い
け
つ
サ
ポ
ー
ト
」
に
つ
い

て
は
、
次
の
よ
う
な
メ
リ
ッ
ト
が
あ

り
ま
す
。

●
ど
の
よ
う
な
手
続
で
あ
る
か
、「
か

い
け
つ
サ
ポ
ー
ト
」
を
行
う
民
間
事

業
者
が
説
明
し
ま
す

　

裁
判
は
、
法
律
に
定
め
る
厳
格
な

手
続
に
よ
り
法
的
ト
ラ
ブ
ル
を
解
決

し
て
い
き
ま
す
が
、
民
間
事
業
者
が

行
う「
和
解
の
あ
っ
せ
ん
」や「
調
停
」は
、

「
か
い
け
つ
サ
ポ
ー
ト
」と
は

★新しくなった法テラス・ホームページへようこそ！

★第50回全国矯正展

●6月6日（金）10:00～16:30
●6月7日（土）9:30～16:00
千代田区北の丸公園内科学技術館

4月10日は「法テラスの日」です。
各種イベントの詳細はホームページをご覧ください。

概要　●●矯正施設に係る広報
　　　●刑務所作業製品の展示、
　　　　販売など

　法テラスでは、法的トラブルの事例や、法テラスの利用方法などを、よりわ
かりやすくご案内するため、ホームページを全面的に新しくしました。
　法テラスに寄せられる問い合わせの
内容の傾向を分析し、「法的トラブル
の最新情報」としてご紹介するととも
に、サラ金や離婚などのよくある法的
トラブルへの対応方法も具体的に紹介
しています。
　携帯サイトも、内容を充実させより
使いやすくなりましたので、是非ご活
用ください！

法テラス・ホームページはこちらから

http://www.houterasu.or.jp

http://www.
          houterasu.or. jp/k

携帯サイト

「
か
い
け
つ
サ
ポ
ー
ト
」を

利
用
す
る
に
は

「
か
い
け
つ
サ
ポ
ー
ト
」の

将
来

「
か
い
け
つ
サ
ポ
ー
ト
」の

メ
リ
ッ
ト

「
か
い
け
つ
サ
ポ
ー
ト
」の

こ
れ
ま
で

認証紛争解決手続の「愛称」と「ロゴマーク」

◆「かいけつサポート」は、トラブルの「か

　いけつ」を「サポート」するサービスで

　あることを分かりやすく表す愛称です。

◆ロゴマークは、トラブルが解決して当

　事者がお互いに握手する様子と、解決

　に導いた調停人が微笑んでいる様子を

　表しています。握手部分の「緑色」　は

　円満解決を、調停人部分の「青色」　は

　公正中立さを象徴しています。

◎認証紛争解決事業者一覧

認証番号 事 業 者 名 紛争の範囲

日本スポーツ仲裁機構

民事紛争センター
（大阪弁護士会）

家電製品PLセンター
（財団法人家電製品協会）

財団法人
自動車製造物責任相談センター

京都弁護士会紛争解決センター
（京都弁護士会）

境界問題相談センターおおさか
（大阪土地家屋調査士会）

社団法人
日本商事仲裁協会

境界問題相談センター愛媛
（愛媛県土地家屋調査士会）

横浜弁護士会紛争解決センター
（横浜弁護士会）

Consumer ADR
（社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会）

スポーツに関する
紛争

民事に関する紛争

家電製品の事故に
関する民事上の紛争

自動車等の製造物責
任等に関する紛争

民事に関する紛争

土地の境界に関する
紛争

商事紛争

土地の境界に関する
紛争

民事に関する紛争

特定商取引に関する
紛争

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

平
成
19
年
4
月
に
裁
判
外
紛
争
解
決
手
続
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る

法
律
が
施
行
さ
れ
て
か
ら
1
年
が
経
過
し
、「
か
い
け
つ
サ
ポ
ー
ト

（
裁
判
外
紛
争
解
決
手
続
の
認
証
制
度
）」
も
1
周
年
を
迎
え
ま
し
た
。

本
号
で
は
、「
か
い
け
つ
サ
ポ
ー
ト
」
の
こ
れ
ま
で
の
歩
み
と
将
来

に
つ
い
て
説
明
し
ま
す
。




